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(57)【要約】
【課題】福祉車両の貸出における介護・福祉用装置等の
貸出料金を自動計算することを可能にする車両の貸出シ
ステム及び車両の貸出プログラムを提供すること。
【解決手段】車両の貸出システムは、端末を介して希望
車両の情報の入力を受け付ける希望車両受付手段と、端
末を介して希望オプション品の情報の入力を受け付ける
希望オプション品受付手段と、希望車両の情報及び希望
オプション品の情報に基づき、車両の貸出料金とオプシ
ョン品の貸出料金との合計料金を算出する算出手段と、
を有し、算出手段は、希望車両の情報及び希望オプショ
ン品の情報が関連付けられている情報に基づいて、希望
車両又は希望オプション品の貸出料金に対して課税額を
加算するか加算しないかを判定する。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貸出用の車両の情報と車両の貸出料金の情報と車両判別情報とが関連付けられた車両デ
ータベースと、
　貸出用のオプション品の情報とオプション品の貸出料金の情報とオプション品判別情報
とが関連付けられたオプション品データベースと、
　を利用して、車両を利用者に貸し出すための車両の貸出システムであって、
　前記車両判別情報は、第１情報及び第２情報のうちのいずれか一方であり、
　前記オプション品判別情報は、前記第１情報、前記第２情報及び第３情報のうちのいず
れか１つであり、
　前記車両の貸出システムは、
　端末を介して希望車両の情報の入力を受け付ける希望車両受付手段と、
　前記端末を介して希望オプション品の情報の入力を受け付ける希望オプション品受付手
段と、
　前記希望車両の情報及び前記希望オプション品の情報に基づき、車両の貸出料金とオプ
ション品の貸出料金との合計料金を算出する算出手段と、
　を有し、
　前記算出手段は、
　以下の（１）～（６）に基づき、前記合計料金を算出する車両の貸出システム。
　（１）前記希望車両に係る車両の情報が前記第１情報に関連付けられている場合に前記
希望車両の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（２）前記希望車両に係る車両の情報が前記第２情報に関連付けられている場合に前記
希望車両の貸出料金に対して課税額を加算しない。
　（３）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第１情報に関連付けられ
ている場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（４）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第２情報に関連付けられ
ている場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算しない。
　（５）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第３情報に関連付けられ
ている場合であって、前記希望車両に係る車両の情報が前記第１情報に関連付けられてい
る場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（６）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第３情報に関連付けられ
ている場合であって、前記希望車両に係る車両の情報が前記第２情報に関連付けられてい
る場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算しない。
【請求項２】
　前記第３情報が、前記第１情報及び前記第２情報の両方を含み、
　前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第１情報に関連付けられている
場合とは、前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第１情報に関連付けら
れておりかつ前記第２情報に関連付けられていない場合を意味し、
　前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第２情報に関連付けられている
場合とは、前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第２情報に関連付けら
れておりかつ前記第１情報に関連付けられていない場合を意味し、
　前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第３情報に関連付けられている
場合とは、前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第１情報及び前記第２
情報の両方に関連付けられている場合を意味する、請求項１に記載の車両の貸出システム
。
【請求項３】
　前記車両データベースにおいて、前記貸出用の車両の情報と当該車両の保管場所の情報
と当該車両の空き情報とが更に関連付けられており、
　前記車両の貸出システムは、
　前記端末を介して希望貸出日の情報及び希望返却日の情報の入力を受け付ける希望日受
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付手段と、
　前記端末を介して希望場所の情報の入力を受け付ける希望場所受付手段と、
　前記希望車両の情報、前記希望貸出日の情報、前記希望返却日の情報及び前記希望場所
の情報に基づいて前記車両データベースから貸出可能な車両の情報を抽出する抽出手段と
、
　前記希望車両の貸出に関する情報と前記利用者の情報とを関連付ける関連付け手段と、
　を有し、
　前記抽出手段は、
　前記希望車両に係る車両の保管場所から前記希望場所まで前記希望車両に係る車両を輸
送するための料金を輸送料金とし、かつ、当該輸送に必要な日数を輸送日数としたときに
、
　前記希望車両に係る車両の保管場所が前記希望場所と異なる場合に、前記希望貸出日よ
り前記輸送日数分以前の日から前記希望返却日より前記輸送日数分以降の日まで連続して
前記希望車両に係る車両の空き情報が空きを示す場合に当該希望車両に係る車両の情報を
抽出し、かつ、
　前記関連付け手段は、
　前記利用者の情報と、希望車両に係る車両の保管場所の情報及び前記輸送料金と、を関
連付ける、請求項１又は請求項２に記載の車両の貸出システム。
【請求項４】
　前記車両データベースにおいて、前記貸出用の車両の情報と当該車両の保管場所の情報
と当該車両の空き情報とが更に関連付けられており、
　前記車両の貸出システムは、
　前記端末を介して希望貸出日の情報及び希望返却日の情報の入力を受け付ける希望日受
付手段と、
　前記端末を介して希望場所の情報の入力を受け付ける希望場所受付手段と、
　前記希望車両の情報、前記希望貸出日の情報、前記希望返却日の情報及び前記希望場所
の情報に基づいて前記車両データベースから貸出可能な車両の情報を抽出する抽出手段と
、
　前記希望車両の貸出に関する情報と前記利用者の情報とを関連付ける関連付け手段と、
　車両貸渡の書類に関連する第１貸渡証情報と、車両貸渡の書類に関連して前記第１貸渡
証とは異なる第２貸渡証情報と、をデータとして含む貸渡証データベースと、
　を有し、
　前記関連付け手段は、
　前記抽出手段が前記車両データベースから貸出可能な車両の情報を抽出した場合に、当
該貸出可能な車両の情報と前記第１貸渡証情報とを関連付け、
　前記抽出手段が前記車両データベースから貸出可能な車両の情報を抽出せず、かつ、前
記車両データベースとは異なる他の車両データベースから貸出可能な車両の情報を抽出し
た場合に、当該貸出可能な車両の情報と前記第２貸渡証情報とを関連付ける、請求項１か
ら請求項３のうちいずれか１項に記載の車両の貸出システム。
【請求項５】
　前記車両データベースに、前記貸出用の車両の情報と当該車両における福祉に関連する
情報である福祉関連情報とを関連付けて登録する車両情報登録手段を更に有し、
　当該福祉関連情報は、以下の（７）～（１０）のうち少なくともいずれか１つの情報で
ある、請求項１から請求項４のうちいずれか１項に記載の車両の貸出システム。
　（７）前記車両の荷室の寸法情報。
　（８）前記車両の回転シートの有無の情報及び当該回転シートがある場合のシートサイ
ズの情報。
　（９）前記車両の回転スライドシートの有無の情報並びに当該回転スライドシートがあ
る場合のシートサイズの情報及びスライド量の情報。
　（１０）前記車両の昇降シートの有無の情報並びに当該昇降シートがある場合のシート
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サイズの情報及び昇降量の情報。
【請求項６】
　貸出用の車両の情報と車両の貸出料金の情報と車両判別情報とが関連付けられた車両デ
ータベースと、
　貸出用のオプション品の情報とオプション品の貸出料金の情報とオプション品判別情報
とが関連付けられたオプション品データベースと、
　を利用して、車両を利用者に貸し出すための車両の貸出プログラムであって、
　前記車両判別情報は、第１情報及び第２情報のうちのいずれか一方であり、
　前記オプション品判別情報は、前記第１情報、前記第２情報及び第３情報のうちのいず
れか１つであり、
　前記車両の貸出プログラムは、
　コンピュータを、
　端末を介して希望車両の情報の入力を受け付ける希望車両受付手段、
　前記端末を介して希望オプション品の情報の入力を受け付ける希望オプション品受付手
段、及び、
　前記希望車両の情報及び前記希望オプション品の情報に基づき、車両の貸出料金とオプ
ション品の貸出料金との合計料金を算出する算出手段、
　として機能させ、
　前記算出手段は、
　以下の（１）～（６）に基づき、前記希望車両及び／又は前記希望オプション品の貸出
の合計料金を算出する車両の貸出プログラム。
　（１）前記希望車両に係る車両の情報が前記第１情報に関連付けられている場合に前記
希望車両の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（２）前記希望車両に係る車両の情報が前記第２情報に関連付けられている場合に前記
希望車両の貸出料金に対して課税額を加算しない。
　（３）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第１情報に関連付けられ
ている場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（４）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第２情報に関連付けられ
ている場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算しない。
　（５）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第３情報に関連付けられ
ている場合であって、前記希望車両に係る車両の情報が前記第１情報に関連付けられてい
る場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（６）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第３情報に関連付けられ
ている場合であって、前記希望車両に係る車両の情報が前記第２情報に関連付けられてい
る場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算しない。
【請求項７】
　貸出用の車両の情報と車両の貸出料金の情報と車両判別情報とが関連付けられた車両デ
ータベースと、
　貸出用のオプション品の情報とオプション品の貸出料金の情報とオプション品判別情報
とが関連付けられたオプション品データベースと、
　を利用して、車両を利用者に貸し出すための車両の貸出方法であって、
　前記車両判別情報は、第１情報及び第２情報のうちのいずれか一方であり、
　前記オプション品判別情報は、前記第１情報、前記第２情報及び第３情報のうちのいず
れか１つであり、
　前記車両の貸出方法は、
　端末を介してコンピュータが希望車両の情報の入力を受け付ける希望車両受付工程と、
　前記端末を介して前記コンピュータが希望オプション品の情報の入力を受け付ける希望
オプション品受付工程と、
　前記希望車両の情報及び前記希望オプション品の情報に基づき、車両の貸出料金とオプ
ション品の貸出料金との合計料金を前記コンピュータが算出する算出工程、
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　を有し、
　前記算出工程において、
　以下の（１）～（６）に基づき、前記希望車両及び／又は前記希望オプション品の貸出
の合計料金を前記コンピュータが算出する車両の貸出方法。
　（１）前記希望車両に係る車両の情報が前記第１情報に関連付けられている場合に前記
希望車両の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（２）前記希望車両に係る車両の情報が前記第２情報に関連付けられている場合に前記
希望車両の貸出料金に対して課税額を加算しない。
　（３）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第１情報に関連付けられ
ている場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（４）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第２情報に関連付けられ
ている場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算しない。
　（５）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第３情報に関連付けられ
ている場合であって、前記希望車両に係る車両の情報が前記第１情報に関連付けられてい
る場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（６）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第３情報に関連付けられ
ている場合であって、前記希望車両に係る車両の情報が前記第２情報に関連付けられてい
る場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算しない。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レンタカー等の車両の貸出システム、及び貸出プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　レンタカー等の車両の貸出しには、貸出しの対価請求のために貸出料金を算出する必要
がある。貸出料金を自動的に算出する貸出料金算出装置等が提案されている（例えば、特
許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２８１６８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　レンタカーの中でも、福祉車両等をレンタカーとして貸し出す場合、当該福祉車両にオ
プションとして装備する回転シートや、車いす等昇降装置等の介護・福祉用装置には、貸
出料金として、課税されるもの、非課税のもの、福祉車両の種類によって課税又は非課税
が判断されるもの、と、複雑な貸出料金の計算が必要となる場合がある。しかしながら、
特許文献１に開示のような従来の貸出料金算出装置では、そのような複雑な貸出料金の自
動計算に対応することができない。
【０００５】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、福祉車両の貸出における介護・福祉用
装置等の貸出料金を自動計算することを可能にする車両の貸出システム及び車両の貸出プ
ログラムを提供することを例示的課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するために、本発明は以下の構成を有する。
［１］　貸出用の車両の情報と車両の貸出料金の情報と車両判別情報とが関連付けられた
車両データベースと、
　貸出用のオプション品の情報とオプション品の貸出料金の情報とオプション品判別情報
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とが関連付けられたオプション品データベースと、
　を利用して、車両を利用者に貸し出すための車両の貸出システムであって、
　前記車両判別情報は、第１情報及び第２情報のうちのいずれか一方であり、
　前記オプション品判別情報は、前記第１情報、前記第２情報及び第３情報のうちのいず
れか１つであり、
　前記車両の貸出システムは、
　端末を介して希望車両の情報の入力を受け付ける希望車両受付手段と、
　前記端末を介して希望オプション品の情報の入力を受け付ける希望オプション品受付手
段と、
　前記希望車両の情報及び前記希望オプション品の情報に基づき、車両の貸出料金とオプ
ション品の貸出料金との合計料金を算出する算出手段と、
　を有し、
　前記算出手段は、
　以下の（１）～（６）に基づき、前記希望車両及び／又は前記希望オプション品の貸出
の合計料金を算出する車両の貸出システム。
　（１）前記希望車両に係る車両の情報が前記第１情報に関連付けられている場合に前記
希望車両の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（２）前記希望車両に係る車両の情報が前記第２情報に関連付けられている場合に前記
希望車両の貸出料金に対して課税額を加算しない。
　（３）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第１情報に関連付けられ
ている場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（４）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第２情報に関連付けられ
ている場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算しない。
　（５）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第３情報に関連付けられ
ている場合であって、前記希望車両に係る車両の情報が前記第１情報に関連付けられてい
る場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（６）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第３情報に関連付けられ
ている場合であって、前記希望車両に係る車両の情報が前記第２情報に関連付けられてい
る場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算しない。
【０００７】
［２］　貸出用の車両の情報と車両の貸出料金の情報と車両判別情報とが関連付けられた
車両データベースと、
　貸出用のオプション品の情報とオプション品の貸出料金の情報とオプション品判別情報
とが関連付けられたオプション品データベースと、
　を利用して、車両を利用者に貸し出すための車両の貸出プログラムであって、
　前記車両判別情報は、第１情報及び第２情報のうちのいずれか一方であり、
　前記オプション品判別情報は、前記第１情報、前記第２情報及び第３情報のうちのいず
れか１つであり、
　前記車両の貸出プログラムは、
　コンピュータを、
　端末を介して希望車両の情報の入力を受け付ける希望車両受付手段、
　前記端末を介して希望オプション品の情報の入力を受け付ける希望オプション品受付手
段、及び、
　前記希望車両の情報及び前記希望オプション品の情報に基づき、車両の貸出料金とオプ
ション品の貸出料金との合計料金を算出する算出手段、
　として機能させ、
　前記算出手段は、
　以下の（１）～（６）に基づき、前記希望車両及び／又は前記希望オプション品の貸出
の合計料金を算出する車両の貸出プログラム。
　（１）前記希望車両に係る車両の情報が前記第１情報に関連付けられている場合に前記
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希望車両の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（２）前記希望車両に係る車両の情報が前記第２情報に関連付けられている場合に前記
希望車両の貸出料金に対して課税額を加算しない。
　（３）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第１情報に関連付けられ
ている場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（４）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第２情報に関連付けられ
ている場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算しない。
　（５）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第３情報に関連付けられ
ている場合であって、前記希望車両に係る車両の情報が前記第１情報に関連付けられてい
る場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（６）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第３情報に関連付けられ
ている場合であって、前記希望車両に係る車両の情報が前記第２情報に関連付けられてい
る場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算しない。
【０００８】
［３］　貸出用の車両の情報と車両の貸出料金の情報と車両判別情報とが関連付けられた
車両データベースと、
　貸出用のオプション品の情報とオプション品の貸出料金の情報とオプション品判別情報
とが関連付けられたオプション品データベースと、
　を利用して、車両を利用者に貸し出すための車両の貸出方法であって、
　前記車両判別情報は、第１情報及び第２情報のうちのいずれか一方であり、
　前記オプション品判別情報は、前記第１情報、前記第２情報及び第３情報のうちのいず
れか１つであり、
　前記車両の貸出方法は、
　端末を介してコンピュータが希望車両の情報の入力を受け付ける希望車両受付工程と、
　前記端末を介して前記コンピュータが希望オプション品の情報の入力を受け付ける希望
オプション品受付工程と、
　前記希望車両の情報及び前記希望オプション品の情報に基づき、車両の貸出料金とオプ
ション品の貸出料金との合計料金を前記コンピュータが算出する算出工程、
　を有し、
　前記算出工程において、
　以下の（１）～（６）に基づき、前記希望車両及び／又は前記希望オプション品の貸出
の合計料金を前記コンピュータが算出する車両の貸出方法。
　（１）前記希望車両に係る車両の情報が前記第１情報に関連付けられている場合に前記
希望車両の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（２）前記希望車両に係る車両の情報が前記第２情報に関連付けられている場合に前記
希望車両の貸出料金に対して課税額を加算しない。
　（３）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第１情報に関連付けられ
ている場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（４）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第２情報に関連付けられ
ている場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算しない。
　（５）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第３情報に関連付けられ
ている場合であって、前記希望車両に係る車両の情報が前記第１情報に関連付けられてい
る場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（６）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第３情報に関連付けられ
ている場合であって、前記希望車両に係る車両の情報が前記第２情報に関連付けられてい
る場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算しない。
【０００９】
　本発明の更なる目的又はその他の特徴は、以下添付図面を参照して説明される好ましい
実施の形態によって明らかにされるであろう。
【発明の効果】
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【００１０】
　本発明によれば、福祉車両の貸出における介護・福祉用装置等の貸出料金を自動計算す
ることを可能にする車両の貸出システム及び車両の貸出プログラムを提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施形態１に係る車両の貸出システム１の全体構成図
【図２】車両データベースＤ１のデータベース構成図
【図３】オプション品データベースＤ２のデータベース構成図
【図４】課税車両データベースＤ３のデータベース構成図
【図５】非課税車両データベースＤ４のデータベース構成図
【図６】課税オプション品データベースＤ５のデータベース構成図
【図７】非課税オプション品データベースＤ６のデータベース構成図
【図８】実施例１における貸出料金算出処理を示すフローチャート
【図９】実施形態２における車両データベースＤ７のデータベース構成図
【図１０】輸送日数データベースＤ８のデータベース構成図
【図１１】輸送料金データベースＤ９のデータベース構成図
【図１２】実施例２における車両の空き情報一覧表
【図１３】実施例２における予約受付処理を示すフローチャート
【図１４】貸渡証データベースＤ１０のデータベース構成図
【図１５】機能別車両分類一覧表
【図１６】寸法の入力補助画面の例
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　　［実施形態１］
　以下、実施形態１に係る車両の貸出システムの具体的な構成について、図面を参照しな
がら順に説明する。図１は、実施形態１に係る車両の貸出システム１の全体構成図である
。図１においては、車両を借りる利用者と、車両を貸し出す貸主と、システムサーバ２と
が示されている。システムサーバ２は、ＷＥＢサーバ２２、車両情報、予約情報等が格納
されたデータベースサーバ（以下、「ＤＢサーバ２１」）、通知情報等を送信する通信サ
ーバ２３等を含む。
【００１３】
　実施形態１に係る車両の貸出システム１は、例えば、福祉車両を貸し出す場合に、当該
福祉車両の貸出に対して、また、当該福祉車両に搭載されるオプション品の貸出しに対し
て、課税対象であるのか否かを判別し、車両の貸出料金とオプション品の貸出料金との合
計料金を算出することを可能とするものである。
【００１４】
　利用者は、車両を予約し、借りる主体である。利用者は、ＷＥＢサーバ２２によって提
供される予約受付サイトにアクセスし、車両の予約を行ったり、貸出し、精算等に必要な
情報を得たりすることができる。利用者は、スマートフォンや、タブレット端末、パーソ
ナルコンピュータ等の情報通信機器を使用して、システムサーバ２と相互通信可能である
。
【００１５】
　貸主は、車両の予約を受け付け、貸し出す主体である。貸主は、ＤＢサーバ２１から車
両の予約情報を取得することができる。貸主は、スマートフォンや、タブレット端末、パ
ーソナルコンピュータ等の情報通信機器を使用して、システムサーバ２と相互通信可能で
ある。
【００１６】
　システムサーバ２は、図１に示すように、ＷＥＢサーバ２２、ＤＢサーバ２１、通信サ
ーバ２３が相互に通信可能に接続された独立したサーバによって構成されていてもよいし
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、ＷＥＢサーバ２２、ＤＢサーバ２１、通信サーバ２３の各機能を備えた単一のサーバで
あってもよい。また、システムサーバ２は、ＷＥＢサーバ２２、ＤＢサーバ２１、通信サ
ーバ２３の一部の機能のみを備える複数のサーバが相互に通信可能に接続されて構成され
たサーバであってもよいし、当該一部の機能のうちの任意のものを統合した機能を備える
複数のサーバが相互に通信可能に接続されて構成されたサーバであってもよい。通信サー
バ２３は、利用者及び貸主に対して、電子メール、ＦＡＸ等の各種通信手段によって、車
両の予約情報等を通知することができる。
【００１７】
　ＤＢサーバ２１には、車両データベースＤ１、及びオプション品データベースＤ２が少
なくとも記憶されている。
【００１８】
　＜車両データベースＤ１＞
　車両データベースＤ１には、図２に示すように、貸出用の車両の情報と、車両の貸出料
金の情報と、車両判別情報と、が関連付けられて格納されている。図２は、車両データベ
ースＤ１のデータベース構成図である。図２中、車両Ｖ１の貸出料金は「●●●円／日」
であり、車両判別情報として「第１情報」が関連付けられている。図２中、車両Ｖ２の貸
出料金は「▲▲▲円／日」であり、車両判別情報として「第２情報」が関連付けられてい
る。
【００１９】
　車両判別情報は、第１情報及び第２情報のうちのいずれか一方である。車両判別情報は
、車両が福祉車両であった場合、当該車両の貸出が課税対象であるか否かの判別情報とす
ることができる。具体的には、車両の貸出が課税対象であった場合、車両判別情報を第１
情報とし、車両の貸出が非課税対象であった場合、車両判別情報を第２情報とすることが
できる。
【００２０】
　第１情報に関連付けられ、課税対象である福祉車両としては、例えば、車いす等昇降装
置が搭載されていない回転シート又は回転スライドシートが装備された車両等がある。第
２情報に関連付けられ、非課税対象である福祉車両としては、例えば、車いす等昇降装置
又は車いす固定装置が搭載されている回転シート又は回転スライドシートが装備された車
両、昇降シートが装備された車両、車いす用のスロープ又はリフトが装備された車両、運
転補助装置が装備された車両等がある。
【００２１】
　＜オプション品データベースＤ２＞
　オプション品データベースＤ２には、図３に示すように、貸出用のオプション品の情報
と、オプション品の貸出料金と、オプション品判別情報と、が関連付けられて格納されて
いる。図３は、オプション品データベースＤ２のデータベース構成図である。図３中、オ
プション品Ｏｐ１の貸出料金は「○○○円／日」であり、オプション品判別情報として「
第１情報」が関連付けられている。図３中、オプション品Ｏｐ２の貸出料金は「△△△円
／日」であり、オプション品判別情報として「第２情報」が関連付けられている。図３中
、オプション品Ｏｐ３の貸出料金は「□□□円／日」であり、オプション品判別情報とし
て「第３情報」が関連付けられている。
【００２２】
　オプション品判別情報は、第１情報、第２情報、及び第３情報のうちのいずれか１つで
ある。オプション品判別情報は、例えば、オプション品が福祉車両に搭載されるものであ
った場合、当該オプション品の貸出が課税対象であるか否かの判別情報とすることができ
る。具体的には、オプション品の貸出が課税対象であった場合、オプション品判別情報を
第１情報とし、オプション品の貸出が非課税対象であった場合、オプション品判別情報を
第２情報とし、オプション品の貸出の課税・非課税が、当該オプション品が搭載される車
両の課税・非課税に依存する場合、オプション品判別情報を第３情報とすることができる
。
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【００２３】
　第２情報に関連付けられ、非課税対象であるオプション品としては、例えば、車いす、
電動車いす、歩行器等がある。第３情報に関連付けられ、課税・非課税が、搭載される車
両の課税・非課税に依存するオプション品としては、例えば、スタッドレスタイヤ、ナビ
ゲーション等の車両と一体と見なされるオプション品が挙げられる。それ以外のオプショ
ン品は、原則として、第１情報に関連付けられ、課税対象であるオプション品として判別
されることになる。
【００２４】
　ここで、車両判別情報としての第１情報と、オプション品判別情報としての第１情報と
は、いずれも課税対象であることを示す判別情報とすることができる。また、車両判別情
報としての第２情報と、オプション品判別情報としての第２情報とは、いずれも非課税対
象であることを示す判別情報とすることができる。
【００２５】
　システムサーバ２は、車両の貸出システム１の希望車両受付手段、希望オプション品受
付手段、算出手段として機能する。システムサーバ２は、演算処理装置（ＣＰＵ）と、記
憶装置と、を備えており、記憶装置に記憶された車両の貸出プログラムは、実行されるこ
とにより、演算処理装置（ＣＰＵ）を希望車両受付手段、希望オプション品受付手段、算
出手段等として機能させることができる。システムサーバ２内において、演算処理装置（
ＣＰＵ）、記憶装置は、システムサーバ２が複数のサーバによって構成される場合、複数
のサーバのうちの任意のサーバの演算処理装置（ＣＰＵ）又は記憶装置を利用できるよう
構成されていてもよい。
【００２６】
　＜希望車両受付手段＞
　希望車両受付手段は、システムサーバ２が提供する予約受付サイトへ利用者が端末を介
してアクセスし、当該予約受付サイトにおいて利用者が指定する希望車両に関する情報の
入力を受け付け、システムサーバ２に取得させる機能を有する。希望車両受付手段は、シ
ステムサーバ２内において、ＷＥＢサーバ２２とＤＢサーバ２１とが共働することにより
、実現することができる。
【００２７】
　＜希望オプション品受付手段＞
　希望オプション品受付手段は、システムサーバ２が提供する予約受付サイトへ利用者が
端末を介してアクセスし、当該予約受付サイトにおいて利用者が指定する希望オプション
品に関する情報の入力を受け付け、システムサーバ２に取得させる機能を有する。希望オ
プション品受付手段は、システムサーバ２内において、ＷＥＢサーバ２２とＤＢサーバ２
１とが共働することにより、実現することができる。
【００２８】
　予約受付サイトにおいて、利用者は、車両の貸出しについて、希望する貸出日時、返却
日時、貸出場所、返却場所、車両、車両に搭載するオプション品等を指定することができ
る。利用者は、希望する貸出日時、返却日時、貸出場所、返却場所、車両、車両に搭載す
るオプション品等を、予約受付サイトに表示される選択肢の中から選択することができる
。
【００２９】
　システムサーバ２は、利用者によって指定された車両、オプション品、又はその両方が
、指定された貸出日時から返却日時までの期間（以下、「貸出期間」）に指定された車両
及び指定されたオプション品が利用可能であるかを判断することができる。指定された貸
出期間に指定された車両及び指定されたオプション品が利用不可能であった場合、システ
ムサーバ２は、指定された条件での車両の貸出が不可能であることを、予約受付サイト上
に表示させることができる。
【００３０】
　システムサーバ２は、利用者によって指定された貸出日時及び貸出場所に車両を手配す
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ることが可能であるかを判断することができる。指定された貸出日時及び貸出場所に車両
を手配することが不可能であった場合、指定された条件での車両の貸出が不可能であるこ
とを、予約受付サイト上に表示させることができる。
【００３１】
　システムサーバ２は、貸主が設定する任意の貸出条件に基づき、利用者によって指定さ
れる貸出条件が、貸主が設定する貸出条件を満たすか否かを判断することもできる。
【００３２】
　＜算出手段＞
　算出手段は、利用者が指定した希望車両の情報と、希望オプションの情報とに基づき、
車両の貸出料金とオプション品の貸出料金との合計料金を算出するようシステムサーバ２
を機能させる。
【００３３】
　システムサーバ２は、以下の（１）～（６）に基づき、車両の貸出料金と、オプション
品の貸出料金との合計料金を算出する。
　（１）希望車両に係る車両の情報が第１情報に関連付けられている場合に希望車両の貸
出料金に対して課税額を加算する。
　（２）希望車両に係る車両の情報が第２情報に関連付けられている場合に希望車両の貸
出料金に対して課税額を加算しない。
　（３）希望オプション品に係るオプション品の情報が第１情報に関連付けられている場
合に希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（４）希望オプション品に係るオプション品の情報が第２情報に関連付けられている場
合に希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算しない。
　（５）希望オプション品に係るオプション品の情報が第３情報に関連付けられている場
合であって、希望車両に係る車両の情報が第１情報に関連付けられている場合に希望オプ
ション品の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（６）希望オプション品に係るオプション品の情報が第３情報に関連付けられている場
合であって、希望車両に係る車両の情報が第２情報に関連付けられている場合に希望オプ
ション品の貸出料金に対して課税額を加算しない。
【００３４】
　（１）について、希望車両に係る車両の情報が第１情報に関連付けられている場合、当
該希望車両は課税対象であるため、算出手段は、当該希望車両の貸出料金に対して課税額
を加算する。
【００３５】
　（２）について、希望車両に係る車両の情報が第２情報に関連付けられている場合、当
該希望車両は非課税対象であるため、算出手段は、当該希望車両の貸出料金に対して課税
額を加算しない。
【００３６】
　（３）について、希望オプション品に係るオプション品の情報が第１情報に関連付けら
れている場合、当該希望オプション品は課税対象であるため、算出手段は、当該希望オプ
ション品の貸出料金に対して課税額を加算する。
【００３７】
　（４）について、希望オプション品に係るオプション品の情報が第２情報に関連付けら
れている場合、当該希望オプション品は非課税対象であるため、算出手段は、当該希望オ
プション品の貸出料金に対して課税額を加算しない。
【００３８】
　（５）について、希望オプション品に係るオプション品の情報が第３情報に関連付けら
れている場合、当該希望オプション品が課税対象であるか、非課税対象であるか、は当該
希望オプション品が搭載される車両が課税対象であるか、非課税対象であるかに依存する
。希望車両に係る車両の情報が第１情報に関連付けられており、当該希望車両は課税対象
であるため、算出手段は、当該希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算する。
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【００３９】
　（６）について、希望オプション品に係るオプション品の情報が第３情報に関連付けら
れている場合、当該希望オプション品が課税対象であるか、非課税対象であるか、は当該
希望オプション品が搭載される車両が課税対象であるか、非課税対象であるかに依存する
。希望車両に係る車両の情報が第２情報に関連付けられており、当該希望車両は非課税対
象であるため、算出手段は、当該希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算しな
い。
【００４０】
　第３情報は、第１情報及び第２情報の両方を含むものであってもよい。すなわち、希望
オプション品に係るオプション品の情報が第３情報に関連付けられている場合、希望オプ
ション品に係るオプション品の情報が第１情報及び第２情報の両方に関連付けられていて
もよい。なお、希望オプション品に係るオプション品の情報が第１情報に関連付けられて
いる場合は、希望オプション品に係るプション品の情報は第１情報のみに関連付けられて
おり、第２情報には関連付けられていない。また、希望オプション品に係るオプション品
の情報が第２情報に関連付けられている場合は、希望オプション品に係るプション品の情
報は第２情報のみに関連付けられており、第１情報には関連付けられていない。
【００４１】
　（実施例１）
　実施形態１に係る車両の貸出システム１により、車両の貸出料金とオプション品の貸出
料金との合計料金を算出する具体例について、実施例１を用いて説明する。
【００４２】
　実施例１において、車両判別情報としての第１情報は、該当する車両の情報が図４に示
す課税車両データベースＤ３に格納されていることにより表現されており、車両判別情報
としての第２情報は、該当する車両の情報が図５に示す非課税車両データベースＤ４に格
納されていることにより表現されている。オプション品判別情報としての第１情報は、該
当するオプション品の情報が図６に示す課税オプション品データベースＤ５に格納されて
いることにより表現されており、オプション品判別情報としての第２情報は、該当するオ
プション品の情報が図７に示す非課税オプション品データベースＤ６に格納されているこ
とにより表現されている。図４は、課税車両データベースＤ３のデータベース構成図であ
り、図５は、非課税車両データベースＤ４のデータベース構成図であり、図６は、課税オ
プション品データベースＤ５のデータベース構成図であり、図７は、非課税オプション品
データベースＤ６のデータベース構成図である。
【００４３】
　このとき、オプション品判別情報としての第３情報は、第１情報及び第２情報の両方を
含んでいる。すなわち、第３情報は、該当するオプション品の情報が課税オプション品デ
ータベースＤ５及び非課税オプション品データベースＤ６の両方に格納されていることに
より表現されている。
【００４４】
　以下、実施例１に関し、実施例１－１～実施例１－４の４つの状況について説明する。
【００４５】
　（実施例１－１）車両Ｖ２・オプション品Ｏｐ３
　利用者が指定した希望車両が車両Ｖ２であり、希望オプション品がオプション品Ｏｐ３
である場合について説明する。車両Ｖ２の情報は非課税車両データベースＤ４に格納され
ており、オプション品Ｏｐ３の情報は、課税オプション品データベースＤ５及び非課税オ
プション品データベースＤ６の両方に格納されている。
【００４６】
　システムサーバ２が車両及びオプション品の貸出料金を算出する処理を図８に示すフロ
ーチャートを参照しながら、説明する。図８は、実施例１における貸出料金算出処理を示
すフローチャートである。
【００４７】
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　システムサーバ２は、車両Ｖ２の情報が課税車両データベースＤ３又は非課税車両デー
タベースＤ４のどちらに格納されているかを判断し（Ｓ１０１）、車両Ｖ２の情報が非課
税車両データベースＤ４に格納されているため、車両の貸出料金に課税額を加算せず（Ｓ
１０３）、車両の貸出料金を算出する。次いで、システムサーバ２は、オプション品Ｏｐ
３の情報が課税オプション品データベースＤ５及び非課税オプション品データベースＤ６
の両方に格納されているか判断し（Ｓ１０４）、オプション品Ｏｐ３の情報が課税オプシ
ョン品データベースＤ５及び非課税オプション品データベースＤ６の両方に格納されてい
るため、車両Ｖ２の情報が課税車両データベースＤ３又は非課税車両データベースＤ４の
どちらに格納されているかを判断する（Ｓ１０５）。車両Ｖ２の情報は非課税車両データ
ベースＤ４に格納されているため、オプション品Ｏｐ３の貸出料金に課税額を加算せず（
Ｓ１０７）、オプション品の貸出料金を算出する。次いで、システムサーバ２は、車両の
貸出料金と、オプション品の貸出料金とを合算し、合計料金を算出する（Ｓ１１１）。
【００４８】
　（実施例１－２）車両Ｖ１・オプション品Ｏｐ３
　利用者が指定した希望車両が車両Ｖ１であり、希望オプション品がオプション品Ｏｐ３
である場合について説明する。車両Ｖ１の情報は課税車両データベースＤ３に格納されて
おり、オプション品Ｏｐ３の情報は、課税オプション品データベースＤ５及び非課税オプ
ション品データベースＤ６の両方に格納されている。
【００４９】
　システムサーバ２は、車両Ｖ１の情報が課税車両データベースＤ３又は非課税車両デー
タベースＤ４のどちらに格納されているかを判断し（Ｓ１０１）、車両Ｖ１の情報が課税
車両データベースＤ３に格納されているため、車両の貸出料金に課税額を加算して（Ｓ１
０２）、車両の貸出料金を算出する。次いで、システムサーバ２は、オプション品Ｏｐ３
の情報が課税オプション品データベースＤ５及び非課税オプション品データベースＤ６の
両方に格納されているか判断し（Ｓ１０４）、オプション品Ｏｐ３の情報が課税オプショ
ン品データベースＤ５及び非課税オプション品データベースＤ６の両方に格納されている
ため、車両Ｖ１の情報が課税車両データベースＤ３又は非課税車両データベースＤ４のど
ちらに格納されているかを判断する（Ｓ１０５）。車両Ｖ１の情報は課税車両データベー
スＤ３に格納されているため、オプション品Ｏｐ３の貸出料金に課税額を加算して（Ｓ１
０６）、オプション品の貸出料金を算出する。次いで、システムサーバ２は、車両の貸出
料金と、オプション品の貸出料金とを合算し、合計料金を算出する（Ｓ１１１）。
【００５０】
　（実施例１－３）車両Ｖ２・オプション品Ｏｐ１
　利用者が指定した希望車両が車両Ｖ２であり、希望オプション品がオプション品Ｏｐ１
である場合について説明する。車両Ｖ２の情報は非課税車両データベースＤ４に格納され
ており、オプション品Ｏｐ１の情報は、課税オプション品データベースＤ５に格納されて
いる。
【００５１】
　システムサーバ２は、車両Ｖ２の情報が課税車両データベースＤ３又は非課税車両デー
タベースＤ４のどちらに格納されているかを判断し（Ｓ１０１）、車両Ｖ２の情報が非課
税車両データベースＤ４に格納されているため、車両の貸出料金に課税額を加算せず（Ｓ
１０３）、車両の貸出料金を算出する。次いで、システムサーバ２は、オプション品Ｏｐ
１の情報が課税オプション品データベースＤ５及び非課税オプション品データベースＤ６
の両方に格納されているか判断し（Ｓ１０４）、オプション品Ｏｐ１の情報が課税オプシ
ョン品データベースＤ５及び非課税オプション品データベースＤ６の一方にのみ格納され
ているため、オプション品Ｏｐ１が課税オプション品データベースＤ５又は非課税オプシ
ョン品データベースＤ６のどちらに格納されているかを判断する（Ｓ１０８）。オプショ
ン品Ｏｐ１は、課税オプション品データベースＤ５に格納されているため、システムサー
バ２は、オプション品の貸出料金に課税額を加算して（Ｓ１０９）、オプション品の貸出
料金を算出する。次いで、システムサーバ２は、車両の貸出料金と、オプション品の貸出
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料金とを合算し、合計料金を算出する（Ｓ１１１）。
【００５２】
　（実施例１－４）車両Ｖ１・オプション品Ｏｐ２
　利用者が指定した希望車両が車両Ｖ１であり、希望オプション品がオプション品Ｏｐ２
である場合について説明する。車両Ｖ１の情報は課税車両データベースＤ３に格納されて
おり、オプション品Ｏｐ２の情報は、非課税オプション品データベースＤ６に格納されて
いる。
【００５３】
　システムサーバ２は、車両Ｖ１の情報が課税車両データベースＤ３又は非課税車両デー
タベースＤ４のどちらに格納されているかを判断し（Ｓ１０１）、車両Ｖ１の情報が課税
車両データベースＤ３に格納されているため、車両の貸出料金に課税額を加算して（Ｓ１
０２）、車両の貸出料金を算出する。次いで、システムサーバ２は、オプション品Ｏｐ２
の情報が課税オプション品データベースＤ５及び非課税オプション品データベースＤ６の
両方に格納されているか判断し（Ｓ１０４）、オプション品Ｏｐ２の情報が課税オプショ
ン品データベースＤ５及び非課税オプション品データベースＤ６の一方にのみ格納されて
いるため、オプション品Ｏｐ２が課税オプション品データベースＤ５又は非課税オプショ
ン品データベースＤ６のどちらに格納されているかを判断する（Ｓ１０８）。オプション
品Ｏｐ２は、非課税オプション品データベースＤ６に格納されているため、システムサー
バ２は、オプション品の貸出料金に課税額を加算せず（Ｓ１１０）、オプション品の貸出
料金を算出する。次いで、システムサーバ２は、車両の貸出料金と、オプション品の貸出
料金とを合算し、合計料金を算出する（Ｓ１１１）。
【００５４】
　［実施形態２］
　次に、実施形態２に係る車両の貸出システムについて説明する。実施形態２に係る車両
の貸出システムは、実施形態１に係る車両の貸出システム１と、以下に説明する内容を除
いて共通している。実施形態２に係る車両の貸出システムは、実施形態１の構成及びその
効果を維持したまま、更に構成及び効果を追加するものである。共通する構成については
、実施形態１と実施形態２とで、同一の符号を用いることとする。
【００５５】
　実施形態２に係る車両の貸出システムは、実施形態１に係る車両の貸出システムにおい
て、利用者が貸出を希望する場所（希望場所）と、車両の保管場所が異なる場合等に、車
両を輸送するための時間及び料金を含めて、貸出の可否を判断し、貸出料金を求めるシス
テムである。
【００５６】
　実施形態２に係る車両の貸出システムは、図９に示すように、車両データベースＤ７に
おいて、貸出用の車両の情報と、車両の貸出料金、車両判別情報に加えて、当該車両の保
管場所の情報と、当該車両の空き情報と、が更に関連付けられている。図９は、実施形態
２における車両データベースＤ７のデータベース構成図である。図９において、車両Ｖ１
の保管場所は「地点Ｘ」であり、車両の空き情報は「○○×・・・」である。図９におい
て、車両Ｖ２の保管場所は「地点Ｘ」であり、車両の空き情報は「○××・・・」である
。ここで、車両の空き情報とは、所定の期間における当該車両の予約（空き、満車）状況
を示す情報である。例えば、図９中、車両Ｖ１の向こう３日間の空き情報は「○○×」で
あり、１日目が空き、２日目が空き、３日目が満車であることを意味する。
【００５７】
　実施形態２に係る車両の貸出システムは、希望車両受付手段と、希望オプション品受付
手段と、算出手段と、に加えて、希望日受付手段と、希望場所受付手段と、抽出手段と、
関連付け手段と、を更に有する。システムサーバ２は、希望車両受付手段と、希望オプシ
ョン品受付手段と、算出手段と、に加えて、希望日受付手段と、希望場所受付手段と、抽
出手段と、関連付け手段としても機能する。システムサーバ２は、記憶装置に記憶された
車両の貸出プログラムが実行されることにより、演算処理装置（ＣＰＵ）を希望車両受付
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手段と、希望オプション品受付手段と、算出手段と、に加えて、希望日受付手段と、希望
場所受付手段と、抽出手段と、関連付け手段等としても機能させることができる。
【００５８】
　＜希望日受付手段＞
　希望日受付手段は、端末を介して利用者が指定した希望貸出日の情報及び希望返却日の
情報の入力を受け付け、システムサーバ２に取得させる機能を有する。希望日受付手段は
、システムサーバ２内において、ＷＥＢサーバ２２とＤＢサーバ２１とが共働することに
より、実現することができる。
【００５９】
　＜希望場所受付手段＞
　希望場所受付手段は、端末を介して利用者が指定した希望場所の情報の入力を受け付け
、システムサーバ２に取得させる機能を有する。希望場所受付手段は、システムサーバ２
内において、ＷＥＢサーバ２２とＤＢサーバ２１とが共働することにより、実現すること
ができる。
【００６０】
　希望場所とは、利用者が車両の貸出し及び返却を希望する場所のことである。車両の貸
出場所と返却場所は同一であっても異なっていても良い。
【００６１】
　＜抽出手段＞
　抽出手段は、希望車両の情報、希望貸出日の情報、希望返却日の情報、及び希望場所の
情報に基づいて、車両データベースＤ１から貸出可能な車両の情報を抽出する機能を有す
る。
【００６２】
　抽出手段は、希望車両に係る車両の保管場所が希望場所と異なる場合に、希望貸出日よ
り輸送日数分以前の日から希望返却日より輸送日数分以降の日まで連続して希望車両に係
る車両の空き情報が空きを示す場合に、当該希望車両に係る車両の情報を抽出する機能を
有する。これにより、抽出手段は、希望場所に希望車両がなかった場合であっても、希望
車両の保管場所から希望場所への輸送日数を加味して車両の空き情報と照らし合わせるこ
とができる。
【００６３】
　輸送日数とは、車両の保管場所から希望場所への輸送に必要な日数である。輸送日数の
特定には、例えば、図１０に示すような輸送日数データベースＤ８を用いることができる
。図１０は、輸送日数データベースＤ８のデータベース構成図である。図１０において、
同一都道府県内での輸送の場合の輸送日数は１日であり、東京から福岡へ輸送した場合の
輸送日数は５日である。
【００６４】
　＜関連付け手段＞
　関連付け手段は、希望車両の貸出に関する情報と、利用者の情報とを関連付ける機能を
有する。具体的には、関連付け手段は、利用者の情報と、希望車両に係る車両の保管場所
の情報及び輸送料金と、を関連付ける機能を有する。
【００６５】
　輸送料金とは、希望車両に係る車両の保管場所から希望場所まで希望車両に係る車両を
輸送するための料金である。輸送料金の特定には、例えば、図１１に示すような輸送料金
データベースＤ９を用いることができる。図１１は、輸送料金データベースＤ９のデータ
ベース構成図である。図１１において、同一都道府県内での輸送の場合の輸送料金は１３
，２００円であり、東京から福岡へ輸送した場合の輸送料金は５３，６００円である。
【００６６】
　ここで、利用者の情報とは、例えば、利用者がシステムを利用する際のＩＤや、利用者
が使用する端末の識別番号、予約受付サイトを表示させているブラウザの識別番号等であ
り、利用者を特定するための情報である。利用者の情報と、希望車両の貸出に関する情報



(16) JP 2020-119075 A 2020.8.6

10

20

30

40

50

と、を関連付けることにより、利用者が使用する端末に、希望車両の貸出に関する情報を
表示させることができる。
【００６７】
　（実施例２）
　以下、実施形態２に係る車両の貸出システムを利用して利用者が車両の予約を行った場
合について、実施例２として説明する。
【００６８】
　図１２は、実施例２における車両の空き情報一覧表である。図１２には、２０１９年５
月１日～１５日の期間中の「車いすのまま乗降クラス」に属する車両の、東京、埼玉、千
葉、福岡、香川の各店舗における空き情報が示されている。例えば、東京の店舗における
該当車両の空き情報は、２０１９年５月１日、２日は「◎」と表示され「空き」であり、
３日は「×」と表示され「満車」である。
【００６９】
　以下、実施例２における予約受付処理について、図１３を参照しながら説明する。図１
３は、実施例２における予約受付処理を示すフローチャートである。利用者が、端末を使
用して、「車いすのまま乗降クラス」の車両を、２０１９年５月７日（希望貸出日）～９
日（希望返却日）の３日間（貸出期間）、東京の店舗（希望場所）での貸出しを指定した
場合（Ｓ２０１）、システムサーバ２は、輸送日数データベースＤ８及び車両データベー
スＤ７を参照する。なお、実施例２において、車両データベースＤ７における車両の空き
情報は、図１２に示す車両の空き情報一覧表の情報に相当する。システムサーバ２は、輸
送日数データベースＤ８に基づいて希望場所である東京と保管場所との間で車両を輸送し
た場合の輸送日数を取得し（Ｓ２０２）、その輸送日数を貸出期間の前後に追加した期間
において空きがある車両を抽出する（Ｓ２０３）。これにより抽出されるのは、２０１９
年５月２日～１４日の期間が空きである、福岡の店舗に保管されている車両である。シス
テムサーバ２は、利用者のＩＤと、抽出結果及び輸送料金と、を関連付け（Ｓ２０４）、
利用者が使用する端末に抽出結果及び輸送料金を表示させる（Ｓ２０５）。
【００７０】
　［実施形態３］
　次に、実施形態３に係る車両の貸出システムについて説明する。実施形態３に係る車両
貸出システムは、実施形態１に係る車両の貸出システムと、以下に説明する内容を除いて
共通している。実施形態３に係る車両の貸出システムは、実施形態１又は実施形態２の構
成及びその効果を維持したまま、更に構成及び効果を追加するものである。共通する構成
については、実施形態１、実施形態２と実施形態３とで、同一の符号を用いることとする
。
【００７１】
　実施形態３に係る車両の貸出システムは、車両データベースＤ１に、利用者が希望する
貸出条件に合致する車両が存在せず、他社の車両データベースに登録されている車両を貸
し出す場合に、貸渡証の代わりに、代理貸渡証を発行することを可能とするものである。
【００７２】
　実施形態３に係る車両の貸出システムは、図９に示すように、車両データベースＤ７に
おいて、貸出用の車両の情報と、車両の貸出料金、車両判別情報に加えて、当該車両の保
管場所の情報と、当該車両の空き情報と、が更に関連付けられている。図９において、車
両Ｖ１の保管場所は「地点Ｘ」であり、車両の空き情報は「○○×・・・」である。図９
において、車両Ｖ２の保管場所は「地点Ｘ」であり、車両の空き情報は「○××・・・」
である。ここで、車両の空き情報とは、所定の期間における当該車両の予約（空き、満車
）状況を示す情報である。例えば、図９中、車両Ｖ１の向こう３日間の空き情報は「○○
×」であり、１日目が空き、２日目が空き、３日目が満車であることを意味する。
【００７３】
　実施形態３に係る車両の貸出システムは、希望車両受付手段と、希望オプション品受付
手段と、算出手段と、に加えて、希望日受付手段と、希望場所受付手段と、抽出手段と、
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関連付け手段と、貸渡証データベースと、を更に有する。システムサーバ２は、希望車両
受付手段と、希望オプション品受付手段と、算出手段と、に加えて、希望日受付手段と、
希望場所受付手段と、抽出手段と、関連付け手段としても機能する。システムサーバ２は
、記憶装置に記憶された車両の貸出プログラムが実行されることにより、演算処理装置（
ＣＰＵ）を希望車両受付手段と、希望オプション品受付手段と、算出手段と、に加えて、
希望日受付手段と、希望場所受付手段と、抽出手段と、関連付け手段等としても機能させ
ることができる。
【００７４】
　＜希望日受付手段＞
　希望日受付手段は、端末を介して利用者が指定した希望貸出日の情報及び希望返却日の
情報の入力を受け付け、システムサーバ２に取得させる機能を有する。希望日受付手段は
、システムサーバ２内において、ＷＥＢサーバ２２とＤＢサーバ２１とが共働することに
より、実現することができる。
【００７５】
　＜希望場所受付手段＞
　希望場所受付手段は、端末を介して利用者が指定した希望場所の情報の入力を受け付け
、システムサーバ２に取得させる機能を有する。希望場所受付手段は、システムサーバ２
内において、ＷＥＢサーバ２２とＤＢサーバ２１とが共働することにより、実現すること
ができる。
【００７６】
　希望場所とは、利用者が車両の貸出し及び返却を希望する場所のことである。車両の貸
出場所と返却場所は同一であっても異なっていても良い。
【００７７】
　＜抽出手段＞
　抽出手段は、希望車両の情報、希望貸出日の情報、希望返却日の情報、及び希望場所の
情報に基づいて、車両データベースＤ１から貸出可能な車両の情報を抽出する機能を有す
る。
【００７８】
　抽出手段は、単一の車両データベースＤ１のみから貸出可能な車両の情報を抽出するだ
けでなく、他の車両データベースＤ１から貸出可能な車両の情報を抽出するものであって
もよい。これにより、自社の車両データベースＤ１に貸出可能な車両が存在せず、他社の
車両データベースＤ１に貸出可能な車両が存在した場合に、他社の車両であっても利用者
へ貸し出すことができる。
【００７９】
　＜関連付け手段＞
　関連付け手段は、希望車両の貸出に関する情報と、利用者の情報とを関連付ける機能を
有する。具体的には、関連付け手段は、抽出手段が車両データベースＤ１から貸出可能な
車両の情報を抽出した場合に、当該貸出可能な車両の情報と第１貸渡証情報とを関連付け
る。また、関連付け手段は、抽出手段が車両データベースＤ１から貸出可能な車両の情報
を抽出せず、かつ、当該車両データベースＤ１とは異なる他の車両データベースＤ１から
貸出可能な車両の情報を抽出した場合に、当該貸出可能な車両の情報と第２貸渡証情報と
を関連付ける。
【００８０】
　＜貸渡証データベースＤ１０＞
　貸渡証データベースＤ１０は、車両貸渡の書類に関する第１貸渡証情報と、車両貸渡の
書類に関連して第１貸渡証とは異なる第２貸渡証情報と、をデータとして含むものである
。具体的には、抽出手段が自社の車両データベースＤ１から貸出可能な車両の情報を抽出
した場合には、第１貸渡証情報として、貸渡証を発行するという情報が車両の情報と関連
付けられる。また、抽出手段が自社の車両データベースＤ１ではなく他社の車両データベ
ースＤ１から貸出可能な車両の情報を抽出した場合には、第２貸渡証情報として、代理貸
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渡証を発行するという情報が車両の情報と関連付けられる。
【００８１】
　貸渡証データベースＤ１０には、例えば、図１４に示すような情報が格納されている。
図１４は貸渡証データベースＤ１０のデータベース構成図である。図１４中、第１貸渡証
のタイトルは「貸渡証」であり、貸渡者は「◆◆◆株式会社」、車両の保有者は「◆◆◆
株式会社」である。
【００８２】
　［実施形態４］
　次に、実施形態４に係る車両の貸出システムについて説明する。実施形態４に係る車両
貸出システムは、実施形態１に係る車両の貸出システムと、以下に説明する内容を除いて
共通している。実施形態４に係る車両の貸出システムは、実施形態１、実施形態２、又は
実施形態３の構成及びその効果を維持したまま、更に構成及び効果を追加するものである
。共通する構成については、実施形態１、実施形態２、実施形態３、実施形態４とで、同
一の符号を用いることとする。
【００８３】
　実施形態４に係る車両の貸出システムは、利用者が端末を介してアクセスする予約受付
サイトにおいて、車両を車種別ではなく、機能別に分類し、利用者が希望する車両をより
効率よく選択することを可能とするものである。
【００８４】
　実施形態４に係る車両の貸出システムは、希望車両受付手段と、希望オプション品受付
手段と、算出手段と、に加えて、車両提示手段を更に有するものである。システムサーバ
２は、希望車両受付手段と、希望オプション品受付手段と、算出手段と、に加えて、車両
提示手段としても機能する。システムサーバ２は、記憶装置に記憶された車両の貸出プロ
グラムが実行されることにより、演算処理装置（ＣＰＵ）を希望車両受付手段と、希望オ
プション品受付手段と、算出手段と、に加えて、車両提示手段等としても機能させること
ができる。車両表示手段は、例えば、ＷＥＢサーバ２２と、ＤＢサーバ２１とが共働する
ことによって実現することができる。
【００８５】
　システムサーバ２は、予約受付サイトにおいて、機能別に分類して車両を表示させるこ
とができる。利用者は、予約受付サイトにおいて、車両を機能別に絞り込んだり、機能別
に分類された車両を選択したりすることで、希望する車両を指定することができる。シス
テムサーバ２は、例えば、図１５に示すように分類して、車両を表示させることができる
。図１５は、機能別車両分類一覧表である。図１５において、車両は、「シート乗降サポ
ート」（図１５（ａ））、「車いすのまま乗降」（図１５（ｂ））、「運転サポート」（
図１５（ｃ））のクラスに分類されており、各クラス内でも更に分類されている。例えば
、「シート昇降サポート」クラスにおいては、当該シートの場所が「助手席」なのか「２
列目」なのかによって分類されており、更に、当該シートが「回転シート・回転スライド
シート」なのか、「昇降シート」なのかによって分類されている。更に、車両タイプによ
っても分類され、当該車両が課税対象であるのか、非課税対象であるのかによっても分類
される。
【００８６】
　システムサーバ２は、予約受付サイトに、車両に搭載される福祉設備の寸法や、開口部
の寸法等を表示させるために、貸出用の車両の情報と、当該車両における福祉に関連する
情報である福祉関連情報とを関連付けて登録する車両登録手段を更に有していてもよい。
【００８７】
　福祉関連情報としては、以下の（７）～（１０）のうち少なくともいずれか１つの情報
とすることができる。
　（７）前記車両の荷室の寸法情報。
　（８）前記車両の回転シートの有無の情報及び当該回転シートがある場合のシートサイ
ズの情報。
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　（９）前記車両の回転スライドシートの有無の情報並びに当該回転スライドシートがあ
る場合のシートサイズの情報及びスライド量の情報。
　（１０）前記車両の昇降シートの有無の情報並びに当該昇降シートがある場合のシート
サイズの情報及び昇降量の情報。
【００８８】
　これら情報は、車両をシステムに登録する際に、登録画面において作業者が入力するこ
とができる。その際、各種寸法の入力補助画面として、例えば、図１６に示すような画面
を表示させることができる。図１６は、寸法の入力補助画面の例である。図１６中、例え
ば、図１６（ａ）では、シート乗降サポートクラスの車両で回転シートを搭載した車両に
おいて、座面から車体の開口部上端までの垂直距離（高さ）や、地面から座面までの垂直
距離（高さ）、地面からシート下部までの垂直距離（高さ）、シートのスライド（せり出
し）量を、それぞれ「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」の欄に入力することで、当該距離を
容易に登録することができる。このような入力補助画面を設けることにより、入力する作
業者が構造を視覚的に把握できることにより、入力ミスの発生を削減し、作業効率を向上
させることができる。
【００８９】
　以上、実施形態１～実施形態４に係る車両の貸出システムについて説明した。実施形態
１～実施形態４は、それぞれの効果を弱め合うことなく、如何様にも組み合わせることが
できる。実施形態１～実施形態４に係る車両の貸出システムは、車両の貸出プログラムを
実行することによって実現することができる。また、実施形態１～実施形態４に係る車両
の貸出システムは、希望車両受付工程、希望オプション品受付工程、算出工程の各工程を
有する車両の貸出方法を実現することができる。
【００９０】
　以上、本発明の好ましい実施の形態を説明したが、本発明はこれらに限定されるもので
はなく、その要旨の範囲内で様々な変形や変更が可能である。例えば、本発明は以下の趣
旨を含むものとする。
【００９１】
　（趣旨１）　貸出用の車両の情報と車両の貸出料金の情報と車両判別情報とが関連付け
られた車両データベースＤ１と、
　貸出用のオプション品の情報とオプション品の貸出料金の情報とオプション品判別情報
とが関連付けられたオプション品データベースＤ２と、
　を利用して、車両を利用者に貸し出すための車両の貸出システムであって、
　前記車両判別情報は、第１情報及び第２情報のうちのいずれか一方であり、
　前記オプション品判別情報は、前記第１情報、前記第２情報及び第３情報のうちのいず
れか１つであり、
　前記車両の貸出システムは、
　端末を介して希望車両の情報の入力を受け付ける希望車両受付手段と、
　前記端末を介して希望オプション品の情報の入力を受け付ける希望オプション品受付手
段と、
　前記希望車両の情報及び前記希望オプション品の情報に基づき、車両の貸出料金とオプ
ション品の貸出料金との合計料金を算出する算出手段と、
　を有し、
　前記算出手段は、
　以下の（１）～（６）に基づき、前記合計料金を算出する車両の貸出システムを趣旨と
する。
　（１）前記希望車両に係る車両の情報が前記第１情報に関連付けられている場合に前記
希望車両の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（２）前記希望車両に係る車両の情報が前記第２情報に関連付けられている場合に前記
希望車両の貸出料金に対して課税額を加算しない。
　（３）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第１情報に関連付けられ
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ている場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（４）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第２情報に関連付けられ
ている場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算しない。
　（５）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第３情報に関連付けられ
ている場合であって、前記希望車両に係る車両の情報が前記第１情報に関連付けられてい
る場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（６）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第３情報に関連付けられ
ている場合であって、前記希望車両に係る車両の情報が前記第２情報に関連付けられてい
る場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算しない。
【００９２】
　これによれば、福祉車両の貸出における介護・福祉用装置等の貸出料金を自動計算する
ことができる。
【００９３】
　（趣旨２）車両の貸出システムは、
　前記第３情報が、前記第１情報及び前記第２情報の両方を含み、
　前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第１情報に関連付けられている
場合とは、前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第１情報に関連付けら
れておりかつ前記第２情報に関連付けられていない場合を意味し、
　前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第２情報に関連付けられている
場合とは、前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第２情報に関連付けら
れておりかつ前記第１情報に関連付けられていない場合を意味し、
　前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第３情報に関連付けられている
場合とは、前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第１情報及び前記第２
情報の両方に関連付けられている場合を意味するものであってもよい。
【００９４】
　（趣旨３）車両の貸出システムは、
　前記車両データベースＤ１において、前記貸出用の車両の情報と当該車両の保管場所の
情報と当該車両の空き情報とが更に関連付けられており、
　前記車両の貸出システムは、
　前記端末を介して希望貸出日の情報及び希望返却日の情報の入力を受け付ける希望日受
付手段と、
　前記端末を介して希望場所の情報の入力を受け付ける希望場所受付手段と、
　前記希望車両の情報、前記希望貸出日の情報、前記希望返却日の情報及び前記希望場所
の情報に基づいて前記車両データベースＤ１から貸出可能な車両の情報を抽出する抽出手
段と、
　前記希望車両の貸出に関する情報と前記利用者の情報とを関連付ける関連付け手段と、
　を有し、
　前記抽出手段は、
　前記希望車両に係る車両の保管場所から前記希望場所まで前記希望車両に係る車両を輸
送するための料金を輸送料金とし、かつ、当該輸送に必要な日数を輸送日数としたときに
、
　前記希望車両に係る車両の保管場所が前記希望場所と異なる場合に、前記希望貸出日よ
り前記輸送日数分以前の日から前記希望返却日より前記輸送日数分以降の日まで連続して
前記希望車両に係る車両の空き情報が空きを示す場合に当該希望車両に係る車両の情報を
抽出し、かつ、
　前記関連付け手段は、
　前記利用者の情報と、希望車両に係る車両の保管場所の情報及び前記輸送料金と、を関
連付けるものであってもよい。
【００９５】
　（趣旨４）車両の貸出システムは、
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　前記車両データベースＤ１において、前記貸出用の車両の情報と当該車両の保管場所の
情報と当該車両の空き情報とが更に関連付けられており、
　前記車両の貸出システムは、
　前記端末を介して希望貸出日の情報及び希望返却日の情報の入力を受け付ける希望日受
付手段と、
　前記端末を介して希望場所の情報の入力を受け付ける希望場所受付手段と、
　前記希望車両の情報、前記希望貸出日の情報、前記希望返却日の情報及び前記希望場所
の情報に基づいて前記車両データベースＤ１から貸出可能な車両の情報を抽出する抽出手
段と、
　前記希望車両の貸出に関する情報と前記利用者の情報とを関連付ける関連付け手段と、
　車両貸渡の書類に関連する第１貸渡証情報と、車両貸渡の書類に関連して前記第１貸渡
証とは異なる第２貸渡証情報と、をデータとして含む貸渡証データベースＤ１０と、
　を有し、
　前記関連付け手段は、
　前記抽出手段が前記車両データベースＤ１から貸出可能な車両の情報を抽出した場合に
、当該貸出可能な車両の情報と前記第１貸渡証情報とを関連付け、
　前記抽出手段が前記車両データベースＤ１から貸出可能な車両の情報を抽出せず、かつ
、前記車両データベースＤ１とは異なる他の車両データベースＤ１から貸出可能な車両の
情報を抽出した場合に、当該貸出可能な車両の情報と前記第２貸渡証情報とを関連付ける
ものであってもよい。
【００９６】
　（趣旨５）車両の貸出システムは、
前記車両データベースＤ１に、前記貸出用の車両の情報と当該車両における福祉に関連す
る情報である福祉関連情報とを関連付けて登録する車両情報登録手段を更に有し、
　当該福祉関連情報は、以下の（７）～（１０）のうち少なくともいずれか１つの情報で
あるものであってもよい。
　（７）前記車両の荷室の寸法情報。
　（８）前記車両の回転シートの有無の情報及び当該回転シートがある場合のシートサイ
ズの情報。
　（９）前記車両の回転スライドシートの有無の情報並びに当該回転スライドシートがあ
る場合のシートサイズの情報及びスライド量の情報。
　（１０）前記車両の昇降シートの有無の情報並びに当該昇降シートがある場合のシート
サイズの情報及び昇降量の情報。
【００９７】
　（趣旨６）　貸出用の車両の情報と車両の貸出料金の情報と車両判別情報とが関連付け
られた車両データベースＤ１と、
　貸出用のオプション品の情報とオプション品の貸出料金の情報とオプション品判別情報
とが関連付けられたオプション品データベースＤ２と、
　を利用して、車両を利用者に貸し出すための車両の貸出プログラムであって、
　前記車両判別情報は、第１情報及び第２情報のうちのいずれか一方であり、
　前記オプション品判別情報は、前記第１情報、前記第２情報及び第３情報のうちのいず
れか１つであり、
　前記車両の貸出プログラムは、
　コンピュータを、
　端末を介して希望車両の情報の入力を受け付ける希望車両受付手段、
　前記端末を介して希望オプション品の情報の入力を受け付ける希望オプション品受付手
段、及び、
　前記希望車両の情報及び前記希望オプション品の情報に基づき、車両の貸出料金とオプ
ション品の貸出料金との合計料金を算出する算出手段、
　として機能させ、
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　前記算出手段は、
　以下の（１）～（６）に基づき、前記希望車両及び／又は前記希望オプション品の貸出
の合計料金を算出する車両の貸出プログラムを趣旨とする。
　（１）前記希望車両に係る車両の情報が前記第１情報に関連付けられている場合に前記
希望車両の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（２）前記希望車両に係る車両の情報が前記第２情報に関連付けられている場合に前記
希望車両の貸出料金に対して課税額を加算しない。
　（３）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第１情報に関連付けられ
ている場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（４）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第２情報に関連付けられ
ている場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算しない。
　（５）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第３情報に関連付けられ
ている場合であって、前記希望車両に係る車両の情報が前記第１情報に関連付けられてい
る場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（６）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第３情報に関連付けられ
ている場合であって、前記希望車両に係る車両の情報が前記第２情報に関連付けられてい
る場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算しない。
【００９８】
　（趣旨７）　貸出用の車両の情報と車両の貸出料金の情報と車両判別情報とが関連付け
られた車両データベースＤ１と、
　貸出用のオプション品の情報とオプション品の貸出料金の情報とオプション品判別情報
とが関連付けられたオプション品データベースＤ２と、
　を利用して、車両を利用者に貸し出すための車両の貸出方法であって、
　前記車両判別情報は、第１情報及び第２情報のうちのいずれか一方であり、
　前記オプション品判別情報は、前記第１情報、前記第２情報及び第３情報のうちのいず
れか１つであり、
　前記車両の貸出方法は、
　端末を介してコンピュータが希望車両の情報の入力を受け付ける希望車両受付工程と、
　前記端末を介して前記コンピュータが希望オプション品の情報の入力を受け付ける希望
オプション品受付工程と、
　前記希望車両の情報及び前記希望オプション品の情報に基づき、車両の貸出料金とオプ
ション品の貸出料金との合計料金を前記コンピュータが算出する算出工程、
　を有し、
　前記算出工程において、
　以下の（１）～（６）に基づき、前記希望車両及び／又は前記希望オプション品の貸出
の合計料金を前記コンピュータが算出する車両の貸出方法を趣旨とする。
　（１）前記希望車両に係る車両の情報が前記第１情報に関連付けられている場合に前記
希望車両の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（２）前記希望車両に係る車両の情報が前記第２情報に関連付けられている場合に前記
希望車両の貸出料金に対して課税額を加算しない。
　（３）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第１情報に関連付けられ
ている場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（４）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第２情報に関連付けられ
ている場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算しない。
　（５）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第３情報に関連付けられ
ている場合であって、前記希望車両に係る車両の情報が前記第１情報に関連付けられてい
る場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算する。
　（６）前記希望オプション品に係るオプション品の情報が前記第３情報に関連付けられ
ている場合であって、前記希望車両に係る車両の情報が前記第２情報に関連付けられてい
る場合に前記希望オプション品の貸出料金に対して課税額を加算しない。
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【符号の説明】
【００９９】
１：車両の貸出システム                    ２：システムサーバ
２１：データベースサーバ（ＤＢサーバ）
２２：ＷＥＢサーバ                        ２３：通信サーバ
Ｄ１，Ｄ７：車両デーベース                Ｄ２：オプション品データベース
Ｄ３：課税車両データベース                Ｄ４：非課税車両データベース
Ｄ５：課税オプション品データベース        Ｄ６：非課税オプション品データベース
Ｄ８：輸送日数データベース                Ｄ９：輸送料金データベース
Ｄ１０：貸渡証データベース
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